
 

 

 

東京都障害者支援施設等事業継続支援（宿泊先確保）事業実施要綱 

 

令和４年１月２１日付３福保障計第１７５６号 

一部改正 令和４年４月１日付４福保障計第５号 

一部改正 令和４年６月１７日付４福保障計第５４６号 

一部改正 令和４年１０月３１日付４福保障計第１２１８号 

一部改正 令和５年２月２日付４福保障計第１７０４号 

一部改正 令和５年３月１２日付４福保障計第１９３８号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、都内障害者支援施設等が、施設入所者への新型コロナウイルス感染症（以

下「新型コロナ感染症」という。）の感染防止のため、また、施設従事職員の同居者への感染防

止を図るため、施設従事職員が滞在する宿泊先の確保等を行うことを支援することにより、都

内での新型コロナ感染症の感染拡大時等における各施設の事業継続をより確実なものとするこ

とを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、東京都（以下「都」という。）とする。 

 

（事業内容） 

第３条 この要綱に基づき、都は、以下のとおり事業を実施する。 

(1) 内容 

障害者支援施設等が、入所者への新型コロナ感染症の感染防止を図るとともに、施設従

事職員が基礎疾患を有する家族等と同居しており、自宅内での感染防止を図るため、ホテ

ルや住居等を借り上げる場合にその費用等の補助を行うことにより、各施設の事業継続を

支援する。 

(2) 対象施設 

別表に掲げる施設 

 

（実施期間） 

第４条 第３条に掲げる事業の実施期間は、令和４年１月２１日から令和５年５月７日までとす

る。 

 

（事業の決定） 

第５条 本事業は、対象施設からの申請に対し、書類の審査等により決定する。手続その他事業

の実施に必要な事項は別に定める。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、当該年度の事業予算の範囲内で決定することとし、補助対象とする経費、

基準額、その他補助金の算定に必要な事項は別に定める。 

 



 

 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和４年１月２１日から適用する。 

  附 則（令和４年４月１日付４福保障計第５号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

  附 則（令和４年６月１７日付４福保障計第５４６号） 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  附 則（令和４年１０月３１日付４福保障計第１２１８号） 

この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月２日付４福保障計第１７０４号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１２日付４福保障計第１９３８号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

対象施設 

 都内に所在する障害者支援施設、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設、

都外施設並びに都内に所在する障害者グループホーム 

 ＜定義＞ 

 一 「障害者支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第３８条第１項の規定に基づき指定さ

れた障害者支援施設をいう。 

二 「福祉型障害児入所施設」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２４条の９の規定に基づき指定された障害児入所施設のうち、同法第４２条第１

号に規定するものをいう。 

三 「医療型障害児入所施設」とは、児童福祉法第２４条の９の規定に基づき指定

された障害児入所施設のうち、同法第４２条第２号に規定するものをいう。 

四 「都外施設」とは、「民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱（都外障

害者支援施設）」（平成２３年３月３０日付２２福保障居第２６６３号）の別表１

に規定する都外独占施設及び都外協定施設並びに「東京都民間社会福祉施設サー

ビス推進費補助金交付要綱（障害児施設）」（平成１６年３月３０日付１５福障施

第１７４４号）の第２に規定する都外都民施設及び都外協定施設をいう。 

五 「障害者グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第３６条第１項の規定に基づき指定された共同生活援助を行う

事業所をいう。 

  

  

 


